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い、誰もが尊重される社会の実現、ということです。このような社会構造の転換は、一

朝一夕にできるものではなく、私の夢想にすぎませんが、このような考え方をもとに、

研究所の事業を構想できないか、模索してきました。学生リーダーのまとめ役の学生さ

んたちにも、このような話をして（吹き込んで？）、研究所の教員と学生リーダーとの

関係性や、学生リーダーの組織づくりに関しても、従来の枠組みにとらわれないものに

していきましょうと伝えています。 

研究所内の関係性についても、ポジションに付与された役割の違い、研究領域の違い、

教育研究に関する経験の違い等がありますが、全てのメンバーは研究者・教育者として

対等であり、相互に尊重し学びあって成長していきたいと考えてきました。また、研究

所の活動事業に関しても、学生・職員・教員の協働を重視し、学内外の多様な立場の人

たちを巻き込んで、年齢や経験、知識の違いに関わらず、対等な仲間として共に新しい

ものを創り上げていくことを目指しています。研究所のスタッフの考え方や感じ方も共

通するところもあれば、異なるところもあるはずで、それらを混ぜ合わせることによる

化学反応を、今後も皆で楽しんでいければと考えています。 

 

開設から 2年余りが経ち、当研究所の目標と共に課題も明確になってきたように思い

ます。研究所スタッフをはじめ、今後研究所の活動に関わって下さる全ての皆様ととも

に、さまざまな価値観、考え方に対してオープンでありつつ、京女の「ジェンダー教育

研究所」にしかできないことを実現させていければと願っております。今後とも、皆様

のご理解、ご協力を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

令和 6 年度からの新設ジェンダー科目 

「ジェンダーと研究」について 
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1．科目創設の背景 

創立 100周年を機に策定された新グランドビジョン（2020～2029）においては、5つ

のビジョンの冒頭に「ジェンダー平等の実現に貢献できる女性を養成します。」とある。

しかし 2022 年度の現状では、現社・法学など一部の学科にジェンダー関連専門科目が

設置されているのみであり、それ以外の学科ではジェンダーへの関心が高くないのが現

状である。 

 

2．科目創設の目的 

すべての教員による上記のビジョンへの積極的取り組み、全学一丸となったジェンダ

ー教育の醸成のために、すべての学科の教員が担当する科目を創設した。 

 

3．科目運営の方法 

当該科目は、国文学科・英文学科・史学科・教育学科・児童学科・心理学科・食物栄

養学科・生活造形学科・現代社会学科・法学科・データサイエンス学科の各学科の教員

が 1時間ずつ担当するオムニバス形式の科目とする。自身の研究においてジェンダーの

視点を加えているなど、各領域におけるジェンダーの視点について造詣の深い教員が担

当する。 

 

4．科目の概要・目標 

男女格差が他国と比べて大きい我が国において、ジェンダー平等社会を実現するため

には、人文科学・社会科学・自然科学のあらゆる分野で、ジェンダーの視点をもって研

究を進めることが肝要である。本科目では、本学の各学科の教員がリレー形式で、各専

門分野におけるジェンダー課題について、諸所に内在するジェンダー・バイアス、その

解消のために必要な研究などを、教員各々の具体的な取り組みを含めて講義する。 

講義から知識を得た受講生が、ジェンダー平等への取り組みを自分事として捉え、

日々の研究や生活に生かし、ジェンダー平等社会の実現に貢献することが本科目の目標
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である。 

 

5．科目担当者の決定と準備 

2023 年１月のジェンダー教育研究所運営委員会において、当該科目の運営について

承認後、各学科の学科長に科目の趣旨を伝えて前期中に担当者の検討について調整を依

頼した。2023 年 9 月に各学科で 1 名の担当者計 11 名の推挙があった。2023 年 10 月と

11 月に担当者が集まって研究会を開催し、各々の授業内容を報告して検討した。2024

年 1月にシラバスを提出、9月の後期の授業開始後、さらに、担当者が集まって詳細な

レポート提出方法やフィードバックの方法、成績提出の方法などを検討した。 

また、来年度の担当者について、引き続き、今年度の担当者が担当することを決定し

た。 

           

6．授業計画 

 

1
9月16日
（祭日）

表
当該科目・担当者の紹
介オリエンテーション

2
9月23日
（祭日）

表
多様な分野における
ジェンダー視点

3 9月30日 国文
峯村至津
子先生

日本近代黎明期の文壇
と女性作家

明治20年代の文壇に於いて、当時の批評家たち（全員男性）
は、女性作家たちに、小説の内容・文体共に「女性らしさ」を
求めた。近代文学研究では、作家たちが執筆していた環境を意
識し、その中での彼らの表現の模索のありようを検証していく
ことが求められる。自らの表現欲求の実現に切実に向き合って
いた女性作家たちの実践の一例を、明治20年代後半に活動した
女性作家、田澤稲舟の作品を通して具体的に考察し、現代に繫
がる問題を見出す。

4 10月7日 英文
日高真帆
先生

舞台芸術から捉える
ジェンダーの変遷

日本の演劇界では、歌舞伎を始め伝統芸能において長らく女方
が活躍し、女優が舞台に立つことは禁じられていた。一方、女
優が認められるようになってからは、宝塚歌劇のように女性だ
けによる劇団も創設され、発展して来た。しかしながら、近年
の社会的変容を受け、女性と伝統芸能の関わりに大きな変化が
生じつつある。本講義では日本の演劇界におけるジェンダーに
焦点を当て、そこから社会や価値観の変遷について理解を深め
る。

5
10月14日
（祭日）

史学
告井幸男
先生

高群逸枝の生涯ー詩
人・論客・研究者とし
てー

『母系制の研究』『招婿婚の研究』で著名な高群であるが、彼
女はまず詩人として文壇に登場した。その後アナーキズムと出
会って、平塚らいてうらと無産婦人芸術連盟を結成、『婦人戦
線』を創刊し、『日本婦人』に連続寄稿するなど、論客・活動
家として活躍した。後半生は一転して自宅に籠り、女性史研究
に一身を捧げた。夫橋本憲三との関係も含め、まだ未解明な部
分も多い女性史学創設者の軌跡を歴史的に位置づける。

6 10月21日 教育
大橋奈希
左先生

子ども達が受け取る
ジェンダーメッセージ

学校の中に隠れたカリキュラム（教員の担当科目の男女比、男
女別の児童・生徒の名簿、家庭科・技術科・体育科の男女別習
及び内容の差等）があることが指摘され、解消の方向に向かっ
てきてはいる。まずは、その歴史を振り返る。だが、子ども達
は、日常生活の中で、依然として、ジェンダーメッセージを受
け取っているのではないか。テレビのCMの中で語られる家づく
り・団らん・育児・ランドセルの購入…もまた、子ども達に
ジェンダーメッセージを送っているに違いない。家庭内でも、
妊娠・出産・育児や料理・洗濯・掃除等の役割分担から、子ど
も達はジェンダーメッセージを受け取る可能性があるだろう。
学生たちのこれまでの日常を振り返り、対話を通して、いつの
まにか自分の中にある「ジェンダーバイアス（偏見）」に自覚
的になる機会としたい。

授業の内容
日程　2024年
後期月曜日 学科 担当 概要
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である。 
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7．今後の課題 

後期授業の終了後、2025 年 2 月に担当者が集まって授業報告の研究会を行い、次年

度の授業について検討する。また、「全学一丸となったジェンダー教育の醸成」のため

に、「ジェンダーと研究」の授業運営を通して何ができるのか、検討したい。 

7 10月28日 児童
上月智晴
先生

保育におけるジェン
ダー

・保育者の職名の歴史（かつて保姆・保母と称された幼稚園教
諭・保育士）
・現在もなお女性が多数を占める保育者が置かれている労働環
境、処遇の問題
・保育職場における男性保育者が抱える苦悩、課題
・保育者のジェンダー意識

8 11月11日 心理
八田武俊
先生

心理学におけるジェン
ダーと性別

心理学では心理社会的な性差をジェンダー、身体的な性差を
セックスと定義し、これまでに様々な研究が行われているもの
の、これらを重視してきたとは言い難い。まずはその理由につ
いて述べたのち、心理学研究でジェンダーや性差を扱う際に重
要な点を説明する。さらに、今後のジェンダー研究として重要
になってくることが予想されるセクシャル・マイノリティに関
する調査研究についても紹介する。

9 11月18日 表 （入試）　小括

10 11月25日
食物
栄養

樹山敦子
先生

職種におけるジェン
ダー意識とは

男女雇用機会均等法の2006年改正で、男女の性別を理由とした
差別的扱いが禁止された。しかし、現実には根強く性に基づく
差別的扱いは存在している。一方で、職種によっては性の偏り
が生じやすいことも事実であり、そのような環境におけるジェ
ンダー意識の在り方について考えるきっかけとしたい。

11 12月2日
生活
造形

渡邉敬子
先生

体形や体力の性差と年
齢差

製品設計のための人体計測をしていると統計学的には明確な性
差や年齢差がある。人体の構成要素の１つである骨格の大きさ
やバランスに有意な差があり、筋肉のつきやすさや脂肪のつき
やすい箇所にさえも差があるためだ。体力についても同様であ
る。しかし、分布状況を見たり、体型を分類して出現頻度をみ
ると性差や年齢の影響もみられるが個人差があることが分か
る。性別や年齢で区切ることの意味を人体（外形）と体力から
考えてほしい。

12 12月9日
現代
社会

佐藤若菜
先生

民族衣装を纏う女性た
ち

2022年の株式会社本きもの松葉による「成人式に関するアン
ケート調査」によると、成人式に参加した女性のうち約90%が着
物を着用したという。それに対して、男性の着物の着用率は
13％程度である。日本に限らず、多くの社会において民族衣装
をはじめとした「伝統文化」の担い手は女性に限定されてき
た。なぜだろうか。本講義では、中国のミャオ族やタイのカレ
ン族の事例から、女性たちが民族衣装を選択する過程について
解説する。

13 12月16日 法
桜沢隆哉
先生

人身損害の逸失利益等
の算定における男女格
差について

裁判実務では、交通事故等（不法行為）によって被害者に生じ
た損害のうち、逸失利益の算定は就労者が主たる対象とされ、
年収がない者（未就労の年少者、専業主婦、無職者など）、と
りわけ年少者の逸失利益の算定に際しては、被害者が男児か女
児かにより、男女別の平均賃金を基礎として逸失利益の算定が
なされてきた。また自動車損害賠償保障法では、男女別の後遺
障害等級が設定されていたが、労災保険法の改正後に自賠法も
男女同一の新等級表が適用されるに至っており、男女格差はそ
の点で是正されている。その一方で、生命保険契約における死
亡保険金についてはいまだに男女格差が存在している。以上の
ような「逸失利益」・「障害および生命」値段の算定における
男女差の問題について、裁判例や資料に基づき、理解を深め
る。

14 12月23日

デー
タサ
イエ
ンス

鈴木富美
子先生

社会調査データから
「社会の姿」をどう捉
えるか？

社会調査は、「社会の姿」や「社会生活の実態」を捉えるため
のひとつの有効な手段である。本授業では、適切かつ良質な
データを収集するために注意すべき点を解説した後、主にワー
ク・ライフ・バランスに関連する研究事例を用いて、調査の種
類や分析方法によってデータから描き出される夫婦・家族の側
面がどのように異なるのかを確認し、社会調査データの役立て
方を紹介する。（余裕があれば、ジェンダー統計をめぐる問題
点と今後の展望についても触れておきたい）。

15 1月20日 表 総括


